
（対象年度：令和4年度）

◆ヒアリング等の結果概要

債務償還能力 資金繰り状況

都道府県名 団体名

三重県 亀山市

財政力指数 0.84 標準財政規模（百万円） 13,269

R5.1.1人口(人) 49,503 令和4年度職員数(人) 450

面積（K㎡) 191.04 人口千人当たり職員数(人) 9.1

積立低水準 収支低水準 該当なし ✔

【要因】 【要因】 【要因】

建設投資目的の取崩し 地方税の減少

債務負担行為に基づく
支出予定額 資金繰り目的の取崩し 人件費の増加

公営企業会計等の
資金不足額 積立原資が低水準 物件費の増加

土地開発公社に係る
普通会計の負担見込額 その他 扶助費の増加

第三セクター等に係る
普通会計の負担見込額 補助費等・繰出金の増加

その他 その他

実質的な
債務

その他

債務高水準

建設債

(単位：人）

H22年 51,023 7,311 14.4% 32,400 63.9% 10,957 21.6% 704 3.1% 9,655 41.9% 12,708 55.1%

H27年 50,254 7,014 14.2% 30,083 60.7% 12,440 25.1% 717 3.1% 9,150 39.5% 13,276 57.4%

R2年 49,835 6,779 13.6% 29,611 59.4% 13,445 27.0% 652 2.7% 9,646 39.4% 14,166 57.9%

構成比
第一次
産業

就業人口
構成比

第二次
産業

就業人口
構成比

第三次
産業

就業人口

調査年 総人口

年齢別人口構成 産業別人口構成

年少
人口

(15歳未満)
構成比

生産年齢
人口

(15歳～64歳)
構成比

老年
人口

(65歳以上)
構成比

全国平均

三重県平均 29.9% 3.2% 32.0% 64.8%

23.4% 73.4%

12.1% 58.0%
R2年

11.9% 59.5% 28.6% 3.2%

財務状況把握の結果概要 東海財務局津財務事務所財務課

◆対象団体

◆基本情報
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◆国勢調査情報
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※平均値は、いずれもR4年度

※１．各項目の平均値は小数点第2位で四捨五入したものである。

　 ２．グラフ中の｢類似団体平均｣の類型区分については、R4年度における類型区分である。

　 ３．各項目の平均値は、各団体のR4年度計数を単純平均したものである。

　 ４．債務償還可能年数について、分子（実質債務）が0以下となる場合は「0.0年」を表示する。分子（実質債務）が0より大きく、かつ分母（行政経常収支）が0以下となる場合は空白で表示する。

 　５．債務償還可能年数における平均値の算出について、分子（実質債務）がマイナスの場合は「0（年）」として単純平均している。

　　　また、分母（行政経常収支）がマイナスの場合は集計対象から除外とするが、分子（実質債務）及び分母（行政経常収支）が共にマイナスの場合は「0（年）」として単純平均している。

　　　なお、債務償還可能年数が100年以上の団体は集計対象から除外している。

 　６．実質債務月収倍率における平均値の算出について、分子（実質債務）がマイナスの場合は「0（月）」として単純平均している。

（R4年度） 亀山市 全国平均 類似団体平均

亀山市 全国平均 類似団体平均 亀山市 全国平均 類似団体平均

亀山市 全国平均 類似団体平均 亀山市 全国平均 類似団体平均

◆財務指標の経年推移
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＜参考指標＞

＜財務指標＞

（単位：年） （単位：月）

（単位：月） （単位：％）

健全化判断比率 亀山市  早期健全化基準  財政再生基準

実質赤字比率 - 12.92% 20.00% 

連結実質赤字比率 - 17.92% 30.00% 

実質公債費比率 2.7% 25.0% 35.0% 

将来負担比率 - 350.0% -

債務償還可能年数 3.0年 5.1年 5.0年 4.2年 4.2年

実質債務月収倍率 4.8月 5.1月 5.0月 4.4月 4.8月

積立金等月収倍率 5.8月 5.6月 5.2月 5.1月 4.9月

行政経常収支率 13.2% 8.3% 8.3% 8.8% 9.4%

H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度
（参考）

三重県
平均値

4.9年 4.2年 4.4年

7.6月 6.1月 5.8月

6.0月 7.5月 8.1月

13.6% 13.9% 12.8%

類似団体
平均値

全国
平均値

類似団体区分

都市Ⅰ－２

基礎的財政収支（プライマリー・バランス）５ヵ年推移

亀山市

※ 基礎的財政収支 ＝{歳入－（地方債＋繰越金＋基金取崩）}
－{歳出－（公債費＋基金積立）}

※ 基金は財政調整基金及び減債基金
（基金積立には決算剰余金処分による積立額を含まない。）
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◆行政キャッシュフロー計算書
　 (百万円）

構成比 構成比

■行政活動の部■

　地方税 10,898 10,341 10,143 9,993 10,144 51.4% 5,396 32.0%

　地方譲与税・交付金 1,414 1,502 1,692 2,001 1,942 9.8% 1,310 7.8%

　地方交付税 1,620 1,627 1,632 2,061 2,341 11.9% 5,223 31.0%

　国（県）支出金等 3,116 3,253 4,341 5,430 4,556 23.1% 4,031 23.9%

　分担金及び負担金・寄附金 214 158 153 293 307 1.6% 405 2.4%

　使用料・手数料 407 337 264 247 257 1.3% 270 1.6%

　事業等収入 201 202 178 172 179 0.9% 211 1.3%

行政経常収入 17,870 17,420 18,404 20,197 19,725 100.0% 16,846 100.0%

　人件費 3,728 3,804 4,833 4,876 4,714 23.9% 3,125 18.6%

　物件費 4,065 4,224 3,956 3,989 4,822 24.4% 3,103 18.4%

　維持補修費 582 629 630 674 581 2.9% 283 1.7%

　扶助費 3,607 3,753 3,766 5,080 4,165 21.1% 3,332 19.8%

　補助費等 1,731 1,809 1,911 2,009 2,025 10.3% 3,055 18.1%

　繰出金（建設費以外） 1,709 1,688 1,717 1,744 1,514 7.7% 1,573 9.3%

　支払利息 84 65 50 39 34 0.2% 65 0.4%

　（うち一時借入金利息） (－) (－) (－) (－) (－) (0)

行政経常支出 15,505 15,971 16,863 18,410 17,856 90.5% 14,536 86.3%

行政経常収支 2,365 1,449 1,541 1,787 1,869 9.5% 2,309 13.7%

　特別収入 171 249 5,092 274 187 274

　特別支出 74 0 4,976 13 39 123

行政収支（A） 2,461 1,699 1,657 2,049 2,017 2,461

■投資活動の部■

　国（県）支出金 134 942 946 1,127 1,467 89.2% 607 38.5%

　分担金及び負担金・寄附金 5 5 4 8 88 5.4% 303 19.2%

　財産売払収入 29 105 25 10 14 0.9% 42 2.7%

　貸付金回収 37 28 28 174 23 1.4% 197 12.5%

　基金取崩 31 34 35 88 52 3.2% 426 27.0%

投資収入 236 1,114 1,039 1,407 1,645 100.0% 1,576 100.0%

　普通建設事業費 2,185 2,813 2,730 2,899 3,682 223.9% 2,420 153.6%

　繰出金（建設費） 121 148 147 138 － 0.0% 11 0.7%

　投資及び出資金 47 45 5 11 290 17.6% 198 12.6%

　貸付金 130 71 21 17 16 1.0% 184 11.7%

　基金積立 102 103 111 125 178 10.8% 611 38.8%

投資支出 2,586 3,180 3,014 3,190 4,166 253.3% 3,425 217.3%

投資収支 ▲2,349 ▲2,067 ▲1,975 ▲1,782 ▲2,521 ▲153.3% ▲1,849 ▲117.3%

■財務活動の部■

　地方債 1,791 1,513 1,913 2,311 1,759 100.0% 1,389 100.0%

  （うち臨財債等） (580) (493) (912) (1,227) (360) (185)

  翌年度繰上充用金 － － － － － 0.0% － 0.0%

財務収入 1,791 1,513 1,913 2,311 1,759 100.0% 1,389 100.0%

　元金償還額 2,137 1,793 1,801 1,996 1,927 109.5% 1,923 138.4%

　（うち臨財債等） (650) (683) (628) (670) (684) (704)

　前年度繰上充用金 － － － － － 0.0% － 0.0%

財務支出（B) 2,137 1,793 1,801 1,996 1,927 109.5% 1,923 138.4%

財務収支 ▲346 ▲280 112 315 ▲167 ▲9.5% ▲534 ▲38.4%

収支合計 ▲234 ▲648 ▲206 582 ▲672 78

償還後行政収支（A-B) 325 ▲95 ▲144 53 90 538

■参考■

実質債務 7,247 7,520 7,791 7,551 7,926 10,706

（うち地方債現在高） (15,939) (15,659) (15,771) (16,086) (15,919) (19,021)

積立金等残高 8,743 8,164 8,034 8,653 8,107 8,592

※類似団体平均値は、各団体のR４年度計数を単純平均したものである。

類似団体平均値
（R4年度）H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度
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２．資金繰り状況について

　資金繰り状況の評価については、積立金等月収倍率と行政経常収支率を利用して、ストック面（資金繰り余力としての積立金等の
水準）及びフロー面（経常的な資金繰りの余裕度）の両面から行っている。

【診断結果】
　資金繰り状況については、行政経常収支率の水準が低く、やや注意すべき状況にあると考えられる。

①ストック面（資金繰り余力としての積立金等の水準）
   資金繰り余力の水準を示す積立金等月収倍率は、直近5年間ではいずれの年も当方の診断基準（3.0月）を上回って推
移しており、令和4年度においても4.9月と当方の診断基準を上回っていることから、積立低水準の状況にはない。
　なお、令和4年度の積立金等月収倍率4.9月は、類似団体平均6.0月と比較すると劣位である。

②フロー面（経常的な資金繰りの余裕度）
　「債務償還能力　②フロー面」に記載のとおり、収支低水準の状況にはない。

②フロー面（償還原資の獲得状況（＝経常的な資金繰りの余裕度））
    償還原資の獲得状況を示す行政経常収支率は、直近5年間では平成30年度を除き当方の診断基準（10.0%）を下回っ
て推移しており、令和4年度においても9.4%と当方の診断基準（10.0%)を下回っている。
    また、債務償還可能年数は、令和4年度では4.2年と当方の診断基準（15.0年）を下回っていることから、両指標を合わ
せてみれば、収支低水準の状況にはない。
　  なお、令和4年度の行政経常収支率9.4%は、類似団体平均13.6%と比較すると劣位である。
    また、令和4年度の債務償還可能年数4.2年は、類似団体平均4.9年と比較すると優位である。

◆ヒアリングを踏まえた総合評価

１．債務償還能力について

　債務償還能力の評価については、債務償還可能年数及び債務償還可能年数を構成する実質債務月収倍率と行政経常収支率を利
用して、ストック面（債務の水準）及びフロー面（償還原資の獲得状況）の両面から行っている。

【診断結果】
　債務償還能力については、償還原資の獲得状況を示す行政経常収支率の水準が低く、やや注意すべき状況にあると考えられる。

①ストック面（債務の水準）
    債務の水準を示す実質債務月収倍率は、直近5年間ではいずれの年も当方の診断基準(18.0月)を下回って推移して
おり、令和4年度（診断対象年度）においても4.8月と当方の診断基準を下回っていることから、債務高水準の状況にはな
い。
    なお、令和4年度の実質債務月収倍率4.8月は、類似団体平均7.6月と比較すると優位である。

亀山市

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度
類似団体平均値

（R4年度）

債務償還可能年数 2.6年 3.6年 3.3年 3.8年 3.2年 3.0年 5.1年 5.0年 4.2年 4.2年 4.9年

実質債務月収倍率 5.3月 5.3月 5.0月 5.1月 5.0月 4.8月 5.1月 5.0月 4.4月 4.8月 7.6月

積立金等月収倍率 7.2月 7.0月 6.6月 6.4月 6.0月 5.8月 5.6月 5.2月 5.1月 4.9月 6.0月

行政経常収支率 16.8％ 12.2％ 12.6％ 11.2％ 12.7％ 13.2％ 8.3％ 8.3％ 8.8％ 9.4％ 13.6％

財務上の留意点

●財務指標の経年推移

※「参考1　診断基準」のとおり、債務高水準、積立低水準、収支低水準となっている場合は、赤色で表示。
　 診断基準には、該当しないものの、診断基準の定義②のうち一つの指標に該当している場合は、黄色で表示。

参考１　診断基準 　参考２　財務指標の算式

定義 　・債務償還可能年数＝実質債務／行政経常収支
　・実質債務月収倍率＝実質債務／（行政経常収入／12）
　・積立金等月収倍率＝積立金等／（行政経常収入／12）
　・行政経常収支率＝行政経常収支／行政経常収入

　※実質債務＝地方債現在高＋有利子負債相当額－積立金等
　　有利子負債相当額＝債務負担行為支出予定額＋公営企業会計等資金不足額等
　　積立金等＝現金預金＋その他特定目的基金
　　現金預金＝歳計現金＋財政調整基金＋減債基金

債務高水準
①実質債務月収倍率24ヶ月以上

②実質債務月収倍率18ヶ月以上かつ
　債務償還可能年数15年以上

積立低水準
①積立金等月収倍率1ヶ月未満

②積立金等月収倍率3ヶ月未満かつ
　行政経常収支率10%未満

収支低水準
①行政経常収支率0%以下

②行政経常収支率10%未満かつ
　債務償還可能年数15年以上
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　貴市は、液晶関連産業、自動車関連産業等の製造業を中心に多くの企業が進出しており、税収構造としては、法人税収の優位性を
享受しつつも、景気変動の影響を受けやすい特徴が見受けられる。
　直近5年間の行政経常収支（経常収入と経常支出の差）は、収入面において、市税収入が減少傾向で推移する中、支出面におい
て、人件費や物件費、社会保障制度にかかる扶助費などが増加傾向で推移したことから、平成30年度の23億円から令和4年度には
18億円まで減少し、財政調整基金を取り崩して対応している。
　こうした中、貴市では、借入の増加を抑制しつつ、財政調整基金は目標とする「年度末残高20億円」以上を継続的に維持するなど、
堅実な財政運営に努めてきた。
　今後は、新庁舎建設事業等の大規模事業も予定されていることから、「財政構造改革骨太方針2024」に基づき、「聖域なき歳出削
減」に取り組むことで「持続可能な財政構造への改革」を実現されたい。

　新型コロナウイルス感染症や法人税率引下げの影響により地方税が減少するも、地方交付税や国庫支出金の増加により収入全体
では増加傾向となる一方、最低賃金の上昇等による人件費の増加やエネルギー単価高騰による物件費の増加、高齢化に伴う社会
保障関連経費の増加等による扶助費の増加等により収入を上回る水準で支出が増加していることから、行政経常収支率は、令和元
年度以降の4か年において当方の診断基準（10.0％）を下回っている。
一方、債務償還可能年数は、先述のとおり、起債抑制方針を採ってきたことから、直近5年間は当方の診断基準（15.0年）を下回る水
準で推移しており、行政経常収支率と債務償還可能年数の両指標を合わせて見れば、収支低水準となっていない。

【今後の見通し】

【その他の留意点】

【収支系統】

３．財務の健全性等に関する事項

【債務系統】

   貴市は過去から起債抑制方針を基本とし、借入を行う場合においても、将来の財政負担等を考慮し交付税措置率の高い起債を優
先して発行してきた。また、償還期間についても10年を基本とすることで将来の財政負担等のバランス調整に努めてきたことから、直
近5年間で見ると概ね減少傾向となっている。令和3年度には亀山駅周辺整備事業に伴う建設債の発行等により地方債現在高が増
加したものの、令和4年度には減少している。
このため、直近5年間において実質債務月収倍率は、当方の診断基準（18.0月）を下回って推移しており、債務高水準となっていない。

【積立系統】

　従前、企業誘致などの産業振興施策の効果などにより安定的な市税収入を確保していたこと等を背景に財政調整基金を計画的に
積立ててきた。平成30年度以降、総合計画に掲げる事業の実施のほか、人件費や物件費、補助費等の増加に伴い財政調整基金を
取り崩したことから残高が減少しているものの、令和4年度において、目標とする「年度末残高20億円」を確保している。また、リニア中
央新幹線亀山駅整備基金や庁舎建設基金への継続的な積立てによりその他特定目的金残高が増加しているほか、減債基金につい
ても令和3年度に追加交付された普通交付税を積み立てたこと等により残高が増加している。
このため、直近5年間において積立金等月収倍率は、当方の診断基準（3.0月）を上回って推移しており、積立低水準となっていない。

亀山市

亀山市

亀山市

行政経常収支率 ９．４％
【行政経常収支の減少】
国（県）支出金等の減少等により、行政経常収入が減少

悪化する見通し

積立金等月収倍率 ４．９月
【積立金等の減少】
積立金等が減少するため

悪化する見通し

実質債務月収倍率 ４．８月
【実質債務は横ばい】
地方債残高の減少により実質債務が減少するも、国（県）支出金等
の減少等により行政経常収支が減少

横這いとなる見通し

備考
R4との比較

債務償還可能年数 ４．２年
【行政経常収支の減少】
実質債務が減少するも、国（県）支出金等の減少等により行政経常
収支が減少するため

指標 R4年度
R7年度

悪化する見通し
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●計数補正
債務償還能力及び資金繰り状況を評価するにあたっては、ヒアリングを踏まえ、以下の計数補正を行っている。

№ 補正科目

1 国（県）支出金等（国庫支出金）

2 行政経常収入（その他）

3 補助費等（その他）

4 行政経常支出（その他）

年度 計数補正前 計数補正後

R2 5.0年 5.0年

R2 3.9年 5.0年

R2 4.1月 5.2月

R2 6.5% 8.3%

財務指標

債務償還可能年数

実質債務月収倍率

積立金等月収倍率

行政経常収支率

○財務指標への影響

理由

令和2年度の特別定額給付金給付事業費補助金4,972,256千円は、臨時的かつ多額な収入であるため国（県）支出金等から減額補
正し、行政特別収入として増額補正している。

令和2年度の特別定額給付金給付事業費4,972,256千円は、臨時的かつ多額な支出であるため補助費等から減額補正し、行政特別
支出として増額補正している。

亀山市
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